
1 

長 野 県 環 境 審 議 会 議 事 録 

 

日 時  平成28年３月17日（木） 

午後１時30分～３時34分まで 

場 所  長野県庁 西庁舎301号会議室 
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平林議長 

 

 ただいまから、長野県環境審議会を開会いたします。本日の司

会を務めさせていただきます環境政策課企画幹の篠原長久でござ

います。よろしくお願いいたします。 

それでは始めに、委員のご出席の状況でございますが、本日都

合により、西澤孝枝委員、羽田健一郎委員、福江佑子委員及び柳

平千代一委員の４名の委員から、ご欠席との連絡をいただいてお

りますので、ご報告申し上げます。 

次に、本日お手元にお配りいたしました資料のご確認をお願い

したいと思います。 

本日の会議資料は、会議次第と委員出席名簿の他に、事前に送

付してあります資料１、２と５～７及び机上に置いてあります差

替えの３、４でございます。ご確認をお願いいたします。 

なお、本日の審議会は、委員数 18 名に対しまして、出席者 14

名で過半数のご出席をいただいておりますので、「長野県環境基本

条例」第 30条第２項の規定により会議が成立しておりますことを

ご報告申し上げます。 

 

それでは、これから審議に入らせていただきます。 

本日の議題についてでございますが、審議事項といたしまして

は、「長野県廃棄物処理計画（第４期）の策定について」、「レッド

リストの改訂に伴う指定希少野生動植物等の指定について」、「希

少野生動植物保護回復事業計画の策定について」及び「第二種特

定鳥獣管理計画（第４期ニホンジカ管理）の策定について」の答

申案４件、報告事項として「平成 27年度北陸新幹線鉄道騒音・振

動測定結果について」、「長野県「水循環・資源循環のみち２０１

５」構想の策定について」及び「平成 28年度環境部及び林務部の

当初予算の概要について」の３件です。 

 

議長につきましては、「長野県環境基本条例」第 30 条第１項の

規定により会長が務めることとなっておりますので、平林会長さ

んに議事の進行をお願いいたします。 

 

それでは、今日は、盛りだくさんです。予定もいろいろござい

ますので、早速、始めさせていただきたいと思います。まず、審
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高木委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議に先立ちまして、本日の議事録署名員を指名させていただきた

いと思います。本日の議事録署名員は、小川朱実委員さんと織英

子委員さん、よろしくお願い致します。 

本日は重要案件として、４つの審議事項（答申案）がございま

す。時間に限りはありますが、これが最後のチャンスですので、

忌憚のないご意見をどんどん出していただいて、より良いものに

していきたいと思います。御協力のほど、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは審議事項（ア）の「長野県廃棄物処理計画（第４期）

の策定について」の答申案でございます。 

 本案件につきましては、本年３月 31日に計画期間が満了を迎え

る「長野県廃棄物処理計画（第３期）」の改定について、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律第５条の５第３項の規定により、５月

26 日の審議会で諮問をいただき、その後、専門委員による「廃棄

物専門委員会」を設置して調査・検討を行ってきていただいてお

ります。 

 本案件につきましては、11月 17日の審議会で中間報告をいただ

きましたが、本日は、その後の専門委員会での検討結果について

御報告をいただき、引き続き幹事からの説明を加えてさらに審議

を行いたいと思っております。 

 それでは、まず始めに「廃棄物専門委員会」の委員長である、

高木直樹さんに御出席をいただいておりますので、まず御報告を

お願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

 ただ今、御紹介いただきました廃棄物専門委員会の委員長を務

めております高木でございます。よろしくお願いいたします。今、

会長からもお話ありましたように、昨年 11 月 17 日に、中間報告

をさせていただいたところでございます。 

本日は、廃棄物処理計画（第４期）案及び中間報告以降の専門

委員会における審議の状況について、御説明をさせていただきま

す。 

はじめに、第４期計画の概要について申し上げます。資料１－

２をご覧ください。 

左上の「計画の趣旨」ですが、この計画は、廃棄物処理法に基

づく、平成 28 年度から 32 年度までの５か年の計画です。また、

よく３Ｒといいますけれども、リデュース、リユース、リサイク

ルのこの３つのＲについて、優先順位を意識した取組を進めると

いうところにも特徴がございまして、あわせて、循環型社会形成

推進基本法の考え方を踏まえた計画としているところでありま

す。 

「現状と課題」につきましては、１人１日当たりの一般廃棄
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物の排出量は、沖縄県に次いで第２位ではありますが、総排出

量は近年、一般廃棄物においては横ばい、産業廃棄物において

は増加傾向にあります。 

第４期計画におきましては、現状の廃棄物の排出量の傾向を

踏まえて、右上にありますように「『もったいない』を大切に

してごみ減量日本一！～美しい信州を次世代へ～」を基本目標

として、２Ｒを意識した取組により、廃棄物の総排出量の削減

を進めることとしています。具体的には、下段の「取組」欄に

記載の取組により、県民みんなで廃棄物の削減を進めていくこ

ととしています。 

「数値目標」については、本計画におきましては、２Ｒを意

識した３Ｒの取組という考え方がございまして、県民みんなで

廃棄物の削減を進めていくこととしていることから、目標項目

を直接的な「総排出量」に絞ることとしています。 

そして、最終処分量は、目標を達成していくための「取組指

標」として、資料１－２の下段の「取組」欄の２つ目の枠の右

下に記載のとおり、別に位置付ける整理をしております。 

次に、資料１－１の１ページ目の「２ 廃棄物専門委員会にお

ける検討経過」及び「３ スケジュール」をご覧ください。 

11月 17日に中間報告させていただきましたけれども、その後、

12月 17日に第５回の専門委員会を開催しました。 

第５回の専門委員会では、目標値の検討を行うとともに、審議

会の中間報告時にいただきました御意見、その後行いましたパブ

リックコメント、市町村への意見照会で寄せられた御意見に対す

る対応について検討したほか、計画案の全体を通して、答申案の

審議を行いました。 

２ページ、次のページを開いてください。審議会の中間報告時

にいただきました御意見の対応について、まとめさせていただき

ました。 

３ページには、パブリックコメントについて記載しています。

パブリックコメントは 11月 18日から 12月 17日までの 30日間実

施しました。人数としてはお一人から、８件の御意見をいただい

ています。 

 ４ページ及び５ページをご覧ください。 

 市町村の意見照会につきましては、11月 18日から 12月４日ま

で実施し、松本市から、12 件の御意見が寄せられました。また、

平成 27 年 11 月長野県議会定例会環境委員会においていただいた

御意見もございました。 

これらの御意見に対する対応につきましては、この後、幹事の

資源循環推進課長から説明させていただきます。 

中間報告以降に行われました12月の第５回廃棄物専門委員会に
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おいて、これらの審議を行い、専門委員会として本計画案をまと

めさせていただきました。私からの説明は以上です。 

 

 はい、ありがとうございました。 

 引き続いて幹事から説明をお願いいたします。 

 

資源循環推進課長の宮村でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。失礼ですが着座で説明させていただきます。それで

は、私からは、いただきました御意見に対する対応等につきまし

て、御説明をさせていただきたいと思います。 

資料１－１をめくっていただいて、２ページのところがござい

ます。説明に当たりまして、計画本文のページをひきながらお話

をさせていただきたいと思いますので、資料１－３に計画案の本

文をお付けしてございます。横に置いてお聞きいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

まず、資料１－１の２ページ、当審議会に中間報告をさせてい

ただいた際にいただいた御意見への対応、これを中心にお話をし

たいと思います。 

①として「畜産業による家畜排せつ物や生ごみによる発電など

エネルギーと廃棄物を結びつけていくことについて、将来的なも

のとして計画に記載してはどうか、また、『バイオガス発電』によ

り廃棄物の有効活用ができるという研究もあるので、計画に取り

入れてほしい」という御意見をいただいたところでございます。 

 これにつきましては、計画本文１－３ですが、95 ページに(５)

として、廃棄物のエネルギー利用の推進という項目を新たに起こ

して書き加えました。 

廃棄物の総排出量の削減を進めていくという計画の中で、徐々

に利活用できる廃棄物は減少していくものと見込まれています

が、なお発生する廃棄物については有効活用が促進されるととも

に、その一方でエネルギー利用というものを口実にした不適正処

理が行われないようにという観点もあわせて記載をさせていただ

いたところでございます。 

次に、また、資料１－１の方にお戻りいただきまして、②、③

としまして、農地還元等について御意見をいただいたところでご

ざいます。 

これらにつきましては計画案への追記、記述はしてございませ

んが、県の内部ですとか、ＪＡ中央会等の関係機関等との調整・

意見交換をしていく場を設けて調整をしていきたいと考えておる

ところでございます。 

次に、④として、「ごみの分別について、ごみ処理の流れを明確

化して、県民が分別の意味を感じることができるようにしてほし
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い」という御意見をいただいたところでございます。 

これにつきましては、計画本文の 94ページ、先程ご覧いただいた

ページの前のページですが、こちらに「資源ごみの再資源化の流

れ」のイメージ図を追加をさせていただいて、分別収集された資

源ごみがどのように再生されていくのか、一般的な再資源化の流

れについて記載をさせていただいたところでございます。 

次に、⑤として、「トピックスを事例集としてまとめて、市町村

に配付してはどうか。また、県民向けの啓発用の冊子を作成して

はどうか。」という御意見につきましては、別途、取組事例集と計

画の県民向けの概要版を作成することといたしました。これを広

く活用してまいりたいと考えてございます。さらに、取組事例集

につきましては、市町村に電子データを提供する中で、市町村に

おいても有効に活用をしていただけるようにしてまいりたいと考

えてございます。 

次に、⑥として、「地域別の分類・分析について、これに対応す

る数値目標が可能であれば作ったらどうだろうか」という御意見

をいただきました。地域別の分類・分析につきましては、地域の

特色別に排出の状況を分析したものでございまして、この分類別

に削減目標を設定するのは難しい状況と理解をしてございます。

なお、地域別の分類・分析で用いたごみ排出量内訳と同じグラフ

を各市町村別に計画案を 50 ページから 52 ページにかけて追加を

してございます。各市町村におきまして、地域別の分類・分析を

参考にしながら、自らの市町村の現状を再度御認識をいただきな

がら、排出量の少ない市町村の取組を参考にしていただければと

考えておるところでございます。 

次に、⑦として、「事業所、人口の多い市町村からの排出量は当

然多くなるため、大きな都市の排出量が多く見えてしまう統計と

なっているのではないか。人口や従業員数当たりで表すなど、統

計的な処理が必要ではないか。」という御意見をいただきました。 

こちらにつきましては、例えば計画案の 46 ページに、「事業所１

日当たりの事業系ごみの排出量」ですとか、あるいは「従業員１

人１日当たりの事業系ごみ排出量」というような表を追加させて

いただきました。以下 49ページにかけて、農村地域を除きまして

製造工業地域、あるいは観光地域におきまして、同様にこういっ

た表を追加してございます。当審議会におきましていただいた御

意見についての対応については以上でございます。 

次に３ページから５ページにかけまして、パブリックコメント

ですとか市町村からの御意見、それから県議会からいただいた御

意見等それぞれの対応状況を整理してございます。いただいた御

意見を極力尊重するなかで、記載のとおり対応をしてございます。

多くの項目について追加で記載をしているという状況でございま
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す。各方面からいただいた御意見の対応状況につきましては以上

でございます。 

次に先程数値目標について専門委員長からお話をさせていただ

いたのですが、数値目標については総排出量として絞り込むこと

として、最終処分量ですとか、リサイクル率等については「取組

指標」として別に整理をしましたというように申し上げましたが、

このことについては、計画案の 104 ページをご覧いただきたいと

思います。 

こちらに第４期計画における施策を進めるために、国の基本方

針に即して整理をした取組指標の一覧表を掲げさせていただいて

おります。このうち、一般廃棄物の「１人１日当たりの家庭系ご

み排出量」という項目、それから下の方の「その他」にございま

す３つの項目、これらにつきましては、今回、国の基本方針で新

たに追加をされた項目でございます。また、下の３項目その他に

つきましては、目標年次を平成 30年度としてございます。これも

国の基本方針に併せて当県におきましても30年度とさせていただ

いたところでございます。 

最後に御理解、御承知おきいただきたいことを２点ほど、お願

いしたいと思います。先程の委員長から説明がありましたが、資

料の１－２をご覧いただきたいのですが、上段の左側の方にあり

ます「長野県の現状、１人１日当たりの一般廃棄物排出量全国順

位（Ｈ25）」と書いてありますが、これは環境省が毎年実施をして

おります一般廃棄物処理事業実態調査という調査の数値を使用し

てございます。平成 26年度の結果が今月末頃に環境省から発表さ

れる予定となってございます。発表されましたら、この資料１－

２の排出量１位・２位の表の部分や、計画本文の３ページの方に

も同じ表が載ってございます。この部分の表につきましては、26

年度の数値に更新をした上で発表をしてまいりたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

もう一点、先程の資料１－２の右側の中ほどにアスタリスクで

書いてございます。産業廃棄物の総排出量につきましては、県の

総合５か年計画、しあわせ信州創造プランですとか、当部で作成

をしております環境基本計画におきましても、この産業廃棄物の

総排出量が数値目標として設定をされています。このため、この

第４期廃棄物処理計画の計画が成案とされた際には、これら関係

する計画における達成目標数値もあわせて変更させていただきた

いと考えておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

説明は以上でございます。よろしく御審議をお願い申し上げま

す。 
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宮村資源循
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小川委員 

 

 

宮村資源循

環推進課長 

 

小川委員 

 

平林議長 

  

才川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい、ありがとうございました。ただ今、資料１－１から説明

をしていただきました。これから５年間、「この廃棄物処理計画で

長野県は進めていく」ということで説明をしていただきました。

御意見、ご質問などを、出していただければと思います。いかが

でしょうか。ありましたら挙手をして発言してください。はい、

どうぞ。 

 

 質問なんですけれども、本文の 29ページの一般廃棄物の数値目

標というところで、「目標達成が困難な要因としては、」という文

章がありまして、「リサイクル率・量については、小売店における

古紙等の店頭回収の利用により、市町村の計画収集によるものが

減少している」となっているのですが、その下の表の目標値には

小売店の回収というのが数値として入っているということなので

しょか。 

 

説明をお願いします。 

 

 小売店の収集がここ数年間で増えてきているというトレンドを

反映するなかで、リサイクル量を推計し、計画として数値目標を

設定しております。 

 

小売店で回収している量もこの数値に含まれているということ

でよろしいのでしょうか。 

 

 小売店で集めている数値は、ここには入っていません。 

 

 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

 ほか、いかがでしょうか。はい。 

 

 資料１－２の下のリデュースというところで食品ロスの削減と

いうこと、フードバンク活動への協力検討ということで、それが

本文の方ですと、まず 60 ページのところなのですけれども、「食

品ロスの削減のための商習慣の見直しについて食品業界において

検討が行われています。」ということで、商習慣という、業界によ

っては３分の１ルールとか２分の１ルールなどがあって、それが

残されていないと商品として店頭に出せないというか卸しができ

ないということで、そういった商品が基本的には廃棄されてしま

うというのが、食品ロスに関しては、そういう企業だけの問題で

はなくて、受け取る方の消費者をここに取り込んでいかないと、
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消費期限が短い場合など、どんどん廃棄され、なかなか進んでい

かないと思いますので、フードチェーン全体が考える問題だなと

思いますので、商習慣だけの食品業界だけの問題では無いのかな

と少し思います。 

 それと、もう一点ですけれども、フードバンク活動への協力検

討ということで、フードバンクが今、長野県で立ち上がりまして、

長野市と松本市の２か所で支援の活動をしているのですけれど

も、実際フードバンクの方に商品が消費期限があるので皆さんか

ら協力していただいて集まってはきているのですけれども、フー

ドバンク活動の中で実際には、商品が実際に届いたとしてもそれ

を仕分けする人材であるとか、それを確保しておく場所であると

か、それを各家庭に出すための輸送費というかそういった実際の

財政面がかなりきついということをお聞きしています。2011 年の

震災以降、各市町村で備蓄品があったと思うのですけれども、そ

れがだいたい５年経ってきて、その備蓄品がもう間もなく切れる

段階であると聞いていて、それを市町村でもどこで処分していい

かわからないというお話も聞いていました。そういった形で、フ

ードバンク活動へ協力とか支援もすごく大切なのですが、フード

バンク自体の状況を同じように共有していただけると、もっと食

品の利用ができるのかなと思いますので、そういったこともお願

いしたいと思っています。 

 

はい、今、御意見が２つということだと思いますけれども、幹

事の方からコメントがあれば。 

 

 はい、商習慣の見直しについては、おっしゃるとおりでござい

ますので、できればフードバンク活動への協力検討という話の中

で、例えば３分の１ルールで、今までは廃棄されていたようなも

のをなるべくそういった団体を通じて有効活用、有効活用という

言い方はちょっと言葉としておかしいかもしれないのですが、利

用できるようにこういったフードバンク活動にどんな形で協力し

ていくのかという中で、併せてまた考えさせていただきたいと考

えています。 

 それから、併せて消費者の取組も重要ではないかという御指摘

もいただきました。それもおっしゃるとおりだと思います。 

消費者に向けた直接の取組とすれば、松本市では３０１０運動

とか、それは宴会だけに限らず、30日と 10日には冷蔵庫の中を点

検して無駄を出さないようにしましょうというような取組をして

ございます。県といたしましては、食べ残しを減らそう県民運動

という形で協力店を募集するという取組をしておりまして、今年

の２月からそこに一般の小売店も協力店の対象とさせていただい
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ております。その小売店でもいろいろな取組をしていただいてお

ります。消費期限が近いようなものについては値引きをするとか、

そういったような取組をされておりますが、そういったものです

とか、あるいは量り売りですとか、少量パックのような取組です

とかそういったものもまた、小売店とも一緒になって私どもとし

ても進めてまいりたいと考えてございます。 

 

よろしいですか。 

 

はい。 

 

 ほか、いかがでしょうか。御意見、御質問。 

 

 リユースについてなのですけれども、本文の 70ページに、リタ

ーナブルびんについての項目がありまして、今、びんの回収のた

めのデポジット料金が以前に比べると安くなっているのではない

かと思うのですね。回収が進んでいないとか、利用が進まないと

いうのには、そういうことが原因の一つとしてあるんじゃないか

なと思います。 

ですので、仕組づくりについて、県内の企業と研究されるとい

うことがありますので、そういった料金などについて考えていた

だければいいのではないかなと思います。 

 

 そういう御意見ですが。 

 

 確かにおっしゃるとおり、デポジットといいますか、一升瓶を

持っていっても、もらえる金額が下がってきているというのが現

実だろうと思います。今回、リターナブル容器の研究については、

その辺のことは今のところ想定しておらない中で、もっと他にも

リターナブルでないワンウェイの瓶がたくさんある中で、ワンウ

ェイ瓶を再利用できるような形で、企業の皆さんと意見交換等し

ていけないだろうかと、というようなところを今回の計画のなか

では考えてございましたが、かなり商業活動の中に入っていくよ

うな部分もありますので、その辺も加味しながら検討し、進めさ

せていただきたいと考えています。 

 

 はい、他にはいかがでしょうか。御質問、御意見。よろしいで

すか。 

 一つだけ私の方から。先程の 104ページの取組指標のところ

ですけれども、「国の平成 30年度までの目標値」ということ

ですが、先程お話のあったとおり、この長野県の計画は平成
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32 年度までということですので、平成 30 年度から 32 年度の

後半の目標値というのは、どのように考えていますか、それと

もこの目標値はなくなってしまうのですか。 

 

 ものによって違うという言い方は変なのですが、例えば二つ目

などは 100％が目標値ですから、達成してしまえば後は維持してい

くということだろうと思います。その他の部分につきましても、

小型家電など、それぞれ、それ以降も進めていかなければいけな

い部分というのはございますので、その時点で全く白紙に戻すと

いうよりは引き続き継続をしていくということになろうかと考え

ております。 

 

 そうすると、平成 30年度のところで一応一区切りを付けて、そ

こでもう一度目標を立てるか、あるいはこのまま継続していくか

ということを検討するということでしょうか。それとも、ここに

書いてあるものが、32 年度まで継続すると考えるのか。いかがで

しょうか。 

 

 平成 30年度になっても、そのまま目標としては、この数値がど

うなるのかは置くとして、引き続き目標として取り組んでまいり

たいと考えております。 

 

 はい、わかりました。他に無いでしょうか。御質問、御意見。

よろしいでしょうか。 

 それでは、他に御意見はないようですので、この案件の取扱い

についてお諮りしたいと思います。ただ今、委員の皆様から御意

見をいただきました部分については反映できるところは反映して

いただいて、答申という形にさせていただきたいと、思いますが

それでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

はい、ありがとうございます。 

 なお、字句等の修正につきましては、会長に一任ということで、

いただきたいとこのように思いますが。 

 それでは、今、委員の皆様から了解いただきましたので、審議

事項（ア）の「長野県廃棄物処理計画（第４期）の策定について」

はそのように答申することと致したいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 

次に、審議事項（イ）の「レッドリストの改訂に伴う指定希少
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野生動植物等の指定について」の答申案でございます。 

 本案件につきましては、｢長野県希少野生動植物保護条例｣第８

条第１項の規定により、11月 17日の審議会で諮問をいただき、そ

の後「希少野生動植物保護対策専門委員会」による検討を行って

いただいておりますので、本日は専門委員会での検討結果につい

て幹事からご説明をいただき、さらに審議を行いたいと思います。 

 それでは、幹事より説明をお願いいたします。 

 

10 年ぶりにレッドリストを改訂しました。それにより、新たに

259種の掲載種が増えています。資料にレッドリストの概念を掲げ

ておりますが、絶滅危惧種と呼ばれるものでも 1,618 種、そのう

ち特に絶滅の危機に瀕しているといわれるⅠ類は 692 種、全体の

43％が予断を許さない状況となっております。 

そうした中で希少野生動植物保護条例に基づいて、あらかじめ

審議会の委員の皆様からご意見をお聞きした上で、違法な捕獲や

採取、あるいは販売への対策を講ずるための指定を行いたいとい

うことでございます。現在の指定状況ですが、指定種で 73種、そ

のうち特別指定種は 20種ということで、指定数は全国 1位となっ

ております。 

11月 17日の審議会でいただいたご意見に対して、資料記載のと

おり対応しています。また、県民の皆様から 11月 18日から 12月

末までご意見をお聞きしました。その中で、絶滅危惧種 26種、具

体的には草本類 3種、蝶類 23種についてご意見をいただいており

ます。それを踏まえて、2月 8日に専門委員会で検討を重ねて参り

ました。専門委員会での主なご意見としては、指定数を増やすこ

とで、学術研究の妨げにならないような配慮が必要ではないか、

あるいは現場の運用で混乱が生じないような対策が必要等のご意

見でした。全体としては、順次指定作業を進めるという結論に至

りました。 

専門委員からは、県版レッドリストのⅠ類に区分されるもの、

あるいは県民等から指定提案があって相当の理由があるもの、あ

るいは採集圧が懸念され、保全が必要なもの、さらには、他法令・

条例等との整合性の観点で指定の必要のあるものについて、ご検

討をいただきました。 

そうした中で、まずは種の保存法や文化財保護法と本条例の整

合をとること、不整合により、捕獲圧や採集圧が高まっている状

況が見られるので、まずはその対策をすることとしました。具体

的には無脊椎動物の指定種７亜種です。例えば、ゴマシジミにつ

きましては、本州中部亜種が種の保存法でこの３月 15日に指定と

なっておりまして、松本市の天然記念物の指定も受けています。

一方、ゴマシジミの八方尾根・白山亜種は、種の保存法等に指定
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されていない状況もある中で、一体的に指定し、保護してまいり

たいと思います。同じように天然記念物との整合性を図るため、

タカネヒカゲの北アルプス亜種、アサマシジミの中部高地帯亜種

と中部低地帯亜種、クモマツマキチョウの北アルプス・戸隠亜種、

ミヤマモンキチョウの北アルプス亜種を、それぞれ法と条例を整

合させるという形で、採集圧から守る状況を作りたいというもの

でございます。 

 本日の審議会で答申いただけましたら、3月下旬には公告縦覧に

供しまして、4月下旬には指定告示を行い、それぞれ発生期を迎え

るときには、規制されている状況にしたいというものであります。

説明は以上でございます。 

 

ただいまの説明につきまして、ご質問・ご意見等がございまし

たらご発言願います。 

 

資料の 5 ページですが、県民等ご意見について、この中に採集

圧の高い種とその現状で、監視活動の限界という記載があります

が、詳細を教えていただけないでしょうか。 

 

希少野生動植物の監視員の方にパトロールをしていただいてお

ります。その中で、一部地域では条例指定種から外れていて、か

つ天然記念物でない種があるときに、捕獲者がその地域ではない

ものを捕ったと主張をして、注意したときに言い逃れをして苦慮

するというご意見をいただきました。 

 

 お願いですが、指定を一度にたくさんすることは大変ではあり

ますが、危機的な状況になってからでは遅いので、順次指定をし

てほしいと思います。 

 

今後も他の草本類含めて、順次検討していきたいと思います。 

 

 

 他に発言がないようですので、この案件の取扱いにつきまして

お諮りいたします。 

 只今、委員の皆さんからご意見をいただきました部分につきま

して、反映できるところは反映し、答申とさせていただくという

ことでよろしいでしょうか。 

なお、字句等の修正につきましては、会長に一任いただきたい

と思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 
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 それでは、審議事項（イ）の「レッドリストの改訂に伴う指定

希少野生動植物等の指定について」はそのように答申することと

いたします。 

次に、審議事項（ウ）の「希少野生動植物保護回復事業計画の

策定について」の答申案でございます。 

 本案件につきましては、｢長野県希少野生動植物保護条例｣第 31

条第１項の規定により、5月 26日の審議会で諮問をいただき、そ

の後専門委員による「希少野生動植物保護対策専門委員会」を設

置して検討を行っていただいておりますので、本日は専門委員会

での検討結果について幹事からご説明をいただき、さらに審議を

行いたいと思います。 

 それでは、幹事より説明をお願いいたします。 

 

希少野生動植物保護回復事業計画につきまして、今回はシナイ

モツゴについてご報告します。この計画は、希少種の個体の維持

や繁殖、県民主体による地域における保護活動の促進、あるいは、

生息・生育環境の保全・回復手法等を具体的な計画として定める

ものであります。 

 審議会では 11 月 17 日にご意見をいただいております。ため池

を含む里山全体の保全の重要性、あるいは学校、児童の参加する

保全活動の可能性等のご意見をいただきました。さらには 2 月 8

日には専門委員会においてご意見をいただき、生息地点数、推定

生息個体数の表記の仕方の工夫や、上田市地域の生息環境につい

て、長野市での保全活動につながる取組について、事業計画に記

載する旨のご意見をいただいております。 

 2月 15日から 3月 15日にはパブリックコメントを実施し、3名

の皆様から 11件のご意見を賜りました。内容としては、生息環境

であるため池所有の動向を把握すること、メタ個体群としての把

握、優先的保護対象の検討、生息域外保全活動として小学校での

飼育などのご意見を賜りまして、意見に沿った対応をすることと

しました。 

 現在シナイモツゴの生息が確認されているのは、長野市、上田

市、栄村でございますが、課題としましては、１つはため池の管

理停止によって湿性遷移が急速に進行し、陸地化による生息地の

消失が見られること、外来のオオクチバスやブルーギルの侵入に

よる捕食が懸念されること、モツゴとの交雑による、モツゴへの

置き換わりの危険などです。上田市、栄村につきましては、飼育

下での保存を進める対策が必要ではないか、長野市、栄村では生

息種の保全活動について外部の力を借りる仕組みづくりも必要で

あるということが課題として明確になりました。 
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そうした中で、本種が安定的に存続できる状態を保つこと、併

せて保全体制を創出していくことを計画の目標として掲げたとこ

ろでございます。 

 今後保護回復事業で取り組むべき事項としては、生息状況・生

態等のモニタリング、生息地の存続及び生息環境の維持・改善、

生息域外保全による系統保存、飼育個体の野生復帰を含む生息地

の再生、普及啓発、都市部等との連携のもとで保全活動を進める

ことです。 

個別の箇所ごとに取り組むべき事項としましては、長野市では

ため池の保全モデルを作るということが具体的な対策として取り

上げられています。 

 長野市におけるシナイモツゴ保全の取組事例を参考につけさせ

ていただきました。これは、長野市の生息地域でシナイモツゴを

中心としながら、ため池に住む様々な生きものを保全していこう

とするもので、「ぽんすけ育成会」という保全団体が 1月に組織さ

れたところでございます。今後こうした皆様との活動を連携して

進めながら、シナイモツゴの保護回復だけではなく、シナイモツ

ゴをシンボルとした地域活性化につなげていきたいと考えている

ところです。 

また、上田市についてですが、生息状況のモニタリングを監視

員の方と協働で進めながら、外来種の侵入防止等を図っています。 

栄村では、一つのため池が地域の宝という取組として指定を受け、

守られていますが、新たにもう一つため池を加えて、地域の宝の

取組を充実していこうという方向でございます。こうした具体的

な取組をひとつずつ進めながら、シナイモツゴの保護保全に努め

てまいりたいと思います。 

 

ただいまの説明につきまして、ご質問・ご意見等がございまし

たらご発言願います。 

 

（質問・意見なし） 

 

 ご発言がないようですので、この案件の取扱いにつきましてお

諮りいたします。 

 今、幹事から説明いただきました内容につきまして、答申とさ

せていただくということでよろしいでしょうか。 

なお、字句等の修正につきましては、会長に一任いただきたい

と思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 
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 それでは、審議事項（ウ）の「希少野生動植物保護回復事業計

画の策定について」はそのように答申することといたします。 

最後に審議事項（エ）ですね。「第二種特定鳥獣管理計画（第４

期ニホンジカ管理）の策定について」の答申案でございます。 

 本件につきましては、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律」第７条の２第３項で準用する同法第４条第４項の

規定により、５月 26日の審議会で諮問をいただき、その後専門委

員会である「特定鳥獣保護管理検討委員会」において調査･検討を

行っていただいておりますので、本日は専門委員会での検討結果

について、先ず御報告をいただき、引続き幹事からの説明を加え

更に審議を行いたいと思います。 

 それでは「特定鳥獣保護管理検討委員会」の委員長である上原

貴夫さんに御出席をいただいておりますので、まず御報告をお願

いいたします。 

 

上原でございます。よろしくお願いいたします。 

ただ今会長さんから前段のお話のあった経過をたどって本日に

至っております。 

その上で、本審議会から付託を受けておりました、第二種特定

鳥獣管理計画(第４期ニホンジカ管理)について、でございますが、

その策定につきまして、その計画案につきまして主な検討経過を

御報告申し上げます。 

最初に、検討経過ですが、本日の資料の４－１に細かく記載さ

れております。 

また、前回中間報告で委員の皆様からいただいたご意見とそれ

に対する対応についても、まとめさせていただいております。 

 

 特定鳥獣保護管理検討委員会については、昨年５月から今年の

３月までの間３回、より専門的な検討を行うニホンジカ専門部会

を４回、計７回開催しております。 

また、前回の環境審議会の後に、計画案について関係機関への

意見照会、県民意見の募集を行っておりまして、これらいただい

た意見についての検討も加えております。 

それらについてまとめたものが資料４－２であります。 

後ほど幹事から御説明申し上げます。 

 

こういった検討の主な内容といたしましては、次の点が挙げら

れます。 

 まず前期の計画である第３期計画の実施状況とその評価につい

てであります。 

ニホンジカの捕獲につきましては、第 3期計画では、5ヵ年の合
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計で、15万 7千頭を計画し、これに対しまして、本年度の見込み

で 17万８千頭と目標を上回る捕獲を達成しております。そのうち

メスジカの捕獲は 11万４千頭を計画としておりましたが、計画を

達成できない見込みとなっております。 

この原因ですけれども、捕獲数を増加させるために、より捕獲

効率が高いワナによる捕獲を推進しました。その結果、ワナの特

性によりますが、メスジカを選択的に捕獲することが難しくなり、

シカの自然状態でのオスとメスの比率に近い形でしか捕獲ができ

なかった。こういうことが原因であったのではないかと考えられ

ました。 

 

この間のニホンジカによる農林業被害の推移で見ますと、集落

毎の防護柵の設置などの被害対策の取組もあり、平成 21年度以降

5年連続で減少しておりますが、なお 3億 8千万円という甚大な被

害が発生しており、被害低減に向けて、今後とも捕獲･防除･生息

環境等の対策に取組むことが必要と考えます。 

 それから、南アルプスなど高山帯における深刻な被害が発生、

又は発生する恐れがあるといった状況にあります。そのため、隣

接する県・国等と広い範囲で連携を強化して、これまで捕獲が十

分進んでこなかった地域での捕獲を引続き集中して実施すること

が必要ではないかと考えられました。 

 

 調査等によりますが、平成 27年度は第 4期の計画案の策定に当

たりニホンジカの生息密度等の調査を実施して、今回、二種類の

方法による調査を行いました。 

その結果、過去３期の計画策定時に行ってきた「区画法」とい

う調査結果による数字と前回から取り入れている「糞粒法」によ

る調査結果による数字との間で非常に大きな開きがでました。 

こうした調査については、継続性が大事ですが、その差が余り

に大きくどちらの数値を採用すべきか、これは、大きな議論を経

てまいりました。 

これまで５年間の捕獲実績や、ニホンジカの年齢構成や妊娠率

などの基礎的なデータの分析から、「糞粒法」による調査結果の数

字が実態に則した数字ではないかとの結論に達しました。 

これを基にして、生息頭数などを考えますと、約 10万６千頭か

ら 30万 1千頭の間にあると推定されました。 

同時にこの数字から逆算したときの５年前の県内の推定生息頭

数は、22万 9千頭程度であったと算定されました。遡った数字で

すが。 

結果として前回平成 22年の調査により推定された頭数は、過小

評価であったと見られるわけですが、これについては、県内のニ
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平林議長 

 

 

宮鳥獣保護

ジビエ振興

室長 

 

ホンジカに対する捕獲圧が高まった結果、人に対する警戒心の高

まったニホンジカに対して、「区画法」という人が目視によりシカ

をカウントする方法での調査では、正確な調査ができなくなって

いる。あるいはできにくくなっていることが原因ではないかと考

えられました。 

 

ただし、先ほど申し上げた 5年間で 17万頭を超える捕獲を実施

した結果、これまで増加傾向を示してきた県内のニホンジカの生

息頭数は、抑制の方向に向かっていると見られます。現在の捕獲

圧を継続することで、よりその傾向が加速するのではないかと考

えられました。 

 

 これらの検討の結果によって、第４期計画としては、まず農林 

業被害を軽減すること。二番目としては、自然環境への影響を軽 

減すること、さらに、個体数を削減或いは地域によっては排除し 

ながら、地域個体群の安定的な維持を図る。この 3点を計画の基 

本方針とする。というこれまでの基本的な考え方は踏襲しつつ、 

生息状況調査の結果を踏まえ、年間４万頭の捕獲を継続する必要 

があると判断いたしました。 

 特に、生息密度が高い地域や生息が拡大している地域、より標 

高の高い地域、これらにおける集中的な捕獲が必要ではないかと 

の意見が出され、さらに警戒心の高まったニホンジカを効果的に 

捕獲するためには、ニホンジカの行動調査の充実と調査結果を活 

用した、より高度な捕獲技術の普及、併せてモニタリングによる 

捕獲効果の検証が重要であること、加えて、関係機関の役割分担 

などの調整を行い、情報共有を図りながら、適切にフィードバッ 

クして、計画の管理を進める必要があると考えました。 

  

 以上「第二種特定鳥獣管理計画（第 4期ニホンジカ管理）」（案）

ですが、特定鳥獣保護管理検討委員会の検討経過についての報告

と致します。 

 主要な点だけを報告させていただきました。詳細については、

この後幹事から説明いたします。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。それでは引続き幹事の方から説明を

お願いします。 

 

林務部鳥獣対策・ジビエ振興室長の 宮 宣敏 と申します。 

失礼ながら座って説明させていだきます。 

ただ今、上原委員長から御報告をいただきました、第２種特定

鳥獣管理計画(第４期ニホンジカ管理)につきまして、計画案を説
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明させていただきます。 

お手元の資料４、１～５に分かれておりますが、御覧いただき

たいと思います。 

誠に申し訳ございませんが、お手元に配付させていただきまし

た資料は、事前に送付をさせていただきました資料から、一部修

正がございますので、その点につきましても、併せて説明をさせ

ていただきます。 

 なお、各資料共通で、アンダーラインを引きました個所が、前

回の中間報告における素案から修正をさせていただきました個所

でございます。 

 さらに、二重線のアンダーラインを引きました部分が、事前に

お配りいたしました資料から修正させていただいているというこ

とでございます。 

最初に資料４－１は、今回追加配布させていただきました資料

でございまして、計画策定の検討経過でございます。委員長の説

明もございましたので、記載のとおりということで説明は省略さ

せていただきます。 

 裏面２ページをお願いします。前回の審議会において、中間報

告の素案に対していただきました御意見と、その対応状況でござ

います。 

 これにつきましても、記載のとおりで、御意見に基づく計画案

の修正につきましては、計画案の説明の中で触れさせていただき

ます。 

 

次に、資料４－２を御覧いただきたいと思います。 

前回１月 26日開催の審議会におきまして、中間報告をさせてい

ただきました素案をもとに、県民意見の募集及び利害関係人等へ

の意見聴取を行いました結果でございます。 

２の意見募集の期間は、平成 28年１月 28日から２月 26日まで

の 30日間です。 

４の結果でございますが、県民の皆様からの御意見は、７者か

ら 58件、利害関係人等からの御意見は、15者から 47件でござい

ました。 

また、記載の各委員からいただきました御意見も、５者から 33

件ございまして、５の意見及び県の考え方で、これら合計 138 件

の御意見につきまして、１件ずつ御意見の概要と県の考え方を整

理してございます。 

１ページ中段から県民の皆様からいただきました御意見です。 

11ページ中段から、（２）として利害関係人等からいただきまし

た御意見です。 

17 ページ下段からは（３）で記載しました、委員の皆様からい
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ただきました御意見です。 

御意見につきましては、多量に及びますので、計画案の説明の

中で、修正箇所等に関連して触れさせていただきたいと思います。 

それでは、資料４－４計画の本文によりまして、計画案の概要に

ついて、説明をさせていただきます。 

なお、説明の中で、随時、資料４－２の御意見にも触れますの

で、資料４－４と資料４－２を併せて御覧いただきたいと思いま

す。 

 

資料４－４の１ページをご覧ください。 

最初の１の(１)の計画策定の目的でございますが、この計画は、

鳥獣保護管理法に基づき、長野県全域のニホンジカの管理を行う

ための計画でございます。 

(２)のア、ニホンジカをめぐる経緯でございますが、下の方の

アンダーラインの部分は、資料４－２御意見の６ページ 20番の御

意見を踏まえて、前回素案に書いてなかったものですが、これま

での計画策定等の経緯等を、追加記載させていただいた部分でご

ざいます。 

資料４－４計画案の２ページをお願いします。 

ウの(ア)の農林業被害の状況でございます。下の図１の棒グラ

フのとおり、５年連続で被害額は減少しておりますが、依然、３

億 7,000万円を超える甚大な被害が発生している状況です。 

４ページをお願いします。 

２の計画の期間は、平成 28年４月１日から平成 33年３月 31日

までの５年間でございます。３の対象地域は、長野県全域でござ

います。 

(１)の管理ユニットの区分でございますが、長野県を表１のと

おり、８つの地域に区分して管理していく考えです。 

本文６ページをお願いします。 

先ほどの八つの管理ユニットの区域を図示したもので、主に上

から左側で( )でその他地域と書かれました地域は、前期の計画で

１つの「その他地域」であったものを、本計画で新たに５つに分

割して、それぞれの地域で管理していく計画です。 

７ページ(２)管理ユニットの市町村ということで、その対象と

なる市町村を示してございます。 

本文８ページをお願いします。 

４のニホンジカに関する現状では、アの生息確認地点について、

アンダーラインの部分がございますが、生息確認地点が減少して

いるということを、説明を追加して記載させていただいてござい

ます。 

９ページのイの捕獲地点の変化でございます。表４の右端、平
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成 26年度の捕獲位置のデータメッシュ数ですが、最終の調査結果

のデータに基づいて、合計の数字を前回の 287 から 319 に修正し

てございます。 

本文 10ページをお願いします。 

ウの生息分布の変化では、表５の右端、平成 27年度のニホンジ

カ分布範囲のデータを、最終の調査報告結果のデータに基づき、

合計で前回の 9,079から 9,131に増える形で変更してございます。 

なお、図５で御覧いただけますとおり、左から平成 15年度、平成

22年度、平成 27年度と生息分布が広がっております。 

直近の平成 27年度には、県の北部及び南西部で生息が広がって

いることが見て取れるところでございます。 

本文 11ページをお願いします。 

エの生息密度につきましては、アンダーライン部分は、資料４

－２御意見の 14 ページ 28 番の御意見を踏まえて、その調査方法

で、先ほど説明のございました「区画法」及び「糞粒法」の詳細

を記載することとしました。その内容については、資料４－４計

画案の 71ページ上段に追加記載をいたしました。 

資料４－４計画案の 11ページに、これら調査結果及びその違い

を記載してございますが、本計画では、より実態に近い方法とし

て、採用する密度調査の方法を、前回の「区画法」から「糞粒法」

に変更しております。 

本文 17ページをお願いします。 

オの推定生息頭数につきましては、先程説明いたしました生息

分布範囲のデータが更新されたことを受けまして、表７の生息分

布面積を修正し、その結果、推定生息頭数が合計の中央値で、前

回素案の 202,578頭から、本案では 203,449頭に、870頭ほど増え

ております。 

下段、参考の推定生息頭数の推移につきましては、資料４－２

御意見の１ページ２番及び６ページ 25 番の御意見がございまし

た。 

これに基きまして、17ページの「参考」の表の左２列、平成 11

年度推定、平成 16年度の推定のデータを追加記載するとともに、

先程と同様に右端、平成 27年度のデータを修正してございます。 

本文 18ページをお願いします。 

カの生息環境につきましては、アンダーラインの部分につきま

して、資料４－１御意見の６ページ 27 番及び７ページ 28 番の御

意見を踏まえて、シカの生息域の偏りが、生息密度の低い管理ユ

ニットにおいて見られることを記載させていただきました。 

なお、18ページから 20ページの表のデータも先程の生息分布範

囲のデータ更新により、修正してございます。 

本文 21ページをお願いします。 
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中程のアンダーライン部分は、前回審議会における福江委員さ

んからの御意見も踏まえまして、くくりわなの径の規制緩和につ

いて、より正確な記載に修正をさせていただきました。 

22ページをお願いします。 

下段の図７－２のとおり、捕獲頭数は近年大幅に増加して、直

近では、年間約４万頭となっております。27 年度も同様でござい

ます。 

23ページをお願いします。 

中段から下に、捕獲の目標と実績がグラフにしてございます。 

下段左側、全体では、捕獲目標を達成しておりますが、メスの

捕獲目標が達成できていないこと、24 ページの八ヶ岳管理ユニッ

トで、捕獲目標を達成できていないといった点がございます。こ

れらが課題となっているところです。 

27ページをお願いします。 

27ページから 29ページにつきましては、農林業被害の状況につ

いて、より正確な表現とするため、アンダーラインのとおり修正

をしております。 

33ページをお願いします。 

自然環境への影響の中で、イのカモシカとの関係について、ア

ンダーライン部分で、よりわかりやすい表現とするため、これま

での推移等の記載を修正しております。 

35ページをお願いします。 

中程、前期計画の実施状況に対する評価と対応では、36 ページ

において、(イ)の推定生息頭数につきまして、表 17 及び 37 ペー

ジの表 18 について、先程と同様に、平成 27 年度の推定生息頭数

を修正しております。 

なお、表 18 に記載しましたとおり、平成 22 年度の推定生息頭

数は、「区画法」の調査結果の生息密度から推定いたしますと、中

央値で 104,666頭と推定されておりましたが、27年度の「糞粒法」

の調査結果とこれまでの捕獲頭数から逆算して推定し直した結

果、②のところですが、平成 22年度時点で中央値で 229,453頭で

あったと推定され、平成 22年度の当時の推定が過小評価となって

いたと考えられまして、平成 27年度の推定が、より実態に近いと

考えております。 

39ページをお願いします。 

５の(１)の管理の目標につきましては、枠線内の目標を、資料

４－２御意見の 16 ページ 35 番の御意見を踏まえて、③の「管理

ユニットの安定的な維持」としておりましたものを、より具体的

に「個体数の削減・個体の排除による適正な生息密度への誘導」

との記載内容に修正いたしました。 

本文 41ページをお願いします。 
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図 14につきましては、①と記載された部分から南の地域の、静

岡県の地域個体群の記載が漏れているという指摘がございました

ので、記載をいたしました。 

46ページをお願いします。 

個体数管理の目標につきましては、中程の枠線内の目標密度水

準について、前期計画から引き続き、環境省のガイドラインに沿

って、農林業優先地域で１km2あたり１～２頭、その他のシカ個体

群の保護を優先する地域で、１km2あたり３～５頭程度としていま

す。 

47ページをご覧ください。 

上の表 20ですが、これに基づき、管理ユニット別の目標個体数

を記載のとおり定めております。 

なお、先程と同様、生息分布の修正に伴い、左から３列目の面

積(Ａ)が修正されたことで、目標個体数がアンダーラインのとお

り、一部修正されます。 

また、この部分、資料４－２御意見の 12 ページ７番及び 18 ペ

ージ６番の御意見を踏まえて、その他の管理ユニットについての

目標も追加記載いたしました。 

48ページをお願いいたします。 

個体数管理の進め方につきましては、前回審議会における福江

委員さんからの御意見、資料４－２御意見の７ページ 37番、11ペ

ージ５番及び 20ページ 25番の御意見を踏まえて、①の表題を「県

と市町村の役割分担」から「個体数管理における連携強化」に修

正し、アンダーラインの部分のとおり、市町村、県、国が連携し

て個体数管理に取り組むよう、修正しました。 

なお、併せて、図 16の内容も、わかり易いよう修正しました。 

下段、②では、捕獲の担い手の高度化として、昨年改正された

鳥獣保護管理法に基づき、新たに創設された「認定鳥獣捕獲等事

業者制度」を活用するなど、担い手の捕獲技術の高度化を図って

まいることを記載してございます。 

49 ページの③では、効果的・効率的な捕獲の実現として、ニホ

ンジカの行動を短期モニタリングによって把握することで、捕獲

方法や捕獲場所の選択など、効果的かつ効率的な捕獲に取り組み

ます。この部分は委員長の指摘がございましたとおり、新たな取

組として記載してございます。 

50ページをお願いいたします。 

50ページから54ページの管理ユニットごとの個体数管理につい

ては、先程の 47ページの目標個体数の修正等に基づきそれぞれ修

正をしております。 

54ページをお願いします。 

表 25 に集計をしてございますが、平成 27 年度の推定生息頭数
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約 10万 6千頭～30万 1千頭を、平成 28年度から 32年度に、年間

４万頭、５年間で 20 万頭の捕獲を行うことで、平成 32 年度、今

期計画の目標として、推定生息頭数を 44,700～109,800 頭に減少

させ、最終目標の 6,400～11,500 頭を目指す計画とする内容でご

ざいます。 

57ページをお願いいたします。 

ジビエ振興につきましては、資料４－２御意見の 21 ページ 28

番の御意見を踏まえて、素案で①のところに記載してございまし

たシカ全体の有効活用を、④として新たな項目として出して、①

には信州ジビエの誘客利用への活用に向けた旅行事業者等との連

携促進を追加記載いたしました。 

59ページをお願いいたします。 

前回審議会における福江委員さんからの御意見も踏まえまし

て、県が行う指定管理鳥獣捕獲等事業における実施結果の把握と

評価について、資料４－２御意見の 21 ページ 29 番の御意見を踏

まえて、記載のとおり、より充実して行うよう修正いたしました。 

63ページをお願いいたします。 

「９関係機関による連携」でございますが、前回審議会の福江

委員さんからの御意見も踏まえまして、素案では「９実行体制等」

という項目でございましたが、計画の実行体制よりも、計画を実

行するための関係機関の連携の方が適切なため、項目名を修正い

たしました。 

なお、本項目が、事前にお配りした資料からお手元に配付させ

ていただきました資料で修正をさせていただいた部分でございま

して、具体的には、63ページから 64ページまでの二重線のアンダ

ーラインの部分です。 

63 ページ(１)の前回素案の「行政の役割」を「行政の取組」に

修正し、64 ページ下段の（２）を前回素案の「行政以外の役割」

を「行政以外の取組」に修正いたしました。 

また、64 ページ上段につきましては、イの市町村について、資

料４－２御意見の９ページ 48番、21ページ 31番の御意見を踏ま

えて、捕獲者の確保育成、モニタリング調査への協力を追加記載

させていただきました。 

ウの国の部分につきましては、資料４－２御意見の 12ページ６

番８番、18 ページ７番８番の御意見について、国機関と調整いた

しました結果を踏まえて、記載のとおり修正いたしました。 

65ページをお願いします。 

イの認定鳥獣捕獲等事業者について、前回審議会における小川

委員さんからの御意見も踏まえまして、モニタリングに協力する

こと、オの自然保護団体・ＮＰＯ等について、普及啓発等に協力

することなどを、新たに記載しているところでございます。 
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以上資料４－２のとおりたくさんの御意見をいただき、ここま

で説明した事項に加えまして、数多くの御意見がございますが、

全てを説明させていただくことはできませんので、県の考え方の

欄に記載しましたとおり、今後、計画に基づく実行の中で取り組

んでいくものなど、整理をさせていただいておりますことを報告

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

以上、いただいた御意見等を踏まえた前回の素案からの修正点

等を中心に、計画(案)の概要につきまして、説明させていただき

ました。 

なお、資料４－３及び資料４－５につきましては、時間の関係

で説明を割愛させていただきますが、前回の素案からの修正箇所

につきまして、同様にアンダーラインを引いてありますので、よ

ろしくお願いします。 

以上で、第二種特定鳥獣管理計画(第４期ニホンジカ管理)の策

定についての説明とさせていただきます。 

よろしく御審議の程、お願い申し上げます。 

 

ありがとうございました。ただ今資料 4 を使ってご説明いただ

いたとおり、多くの御意見をいただきました。特に県民からの御

意見等は 138件とかなりたくさんいただきました。 

こうした意見を踏まえて、資料 4-4 の長野県第二種特定鳥獣管

理計画という形でニホンジカの管理の計画案が出ているわけです

が、何か御意見、御質問があれば出していただきたいと思います。 

はい、野口委員さん。 

 

一点目は表記の問題です。例えば 35ページ 「取り組」と「り」

の入っているものと「り」の入っていないものがあるので、どち

らかに統一しなくてはいけないという作業がまだできていないの

ではないかなと、35ページだけを見ても思いました。 

2つ目施策に関することですが、既に毎日新聞や農業新聞等で報

道されていることなのでご存知と思うが、解体処理車ができたと

いうのが、これから大きな役割を果たしてくることになりそうで

す。 

私の手元の記事によりますと NPO 法人日本ジビエ振興協議会と

いうところが作った解体車に関しまして、今年の 5 月に完成する

見通しだと、農水省はこれに対して補助金を出していく方向性で

あるという記事があります。今の段階でこの取組に関して、長野

県も積極的に導入してゆくということが、何かしらの方向性とし

て、少しこの計画に文言として入れることはできないかと思って

おります。 
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平林議長 

 

宮鳥獣保護

ジビエ振興

室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平林議長 

 

林委員 

 

 

 

 

 

平林議長 

 

宮鳥獣保護

ジビエ振興

室長 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。では幹事から説明お願いします。 

 

貴重なご指摘ありがとうございました。 

動詞の「取組」については、「り」と「み」が入るのが正式でご

ざいますので、再確認させていただき、すべて修正させていただ

きます。 

それから、ジビエ関係の移動式解体車については、これは 2 月

の県議会定例会でも一般質問でも回答させていただいております

が、原状としてはご説明のような内容があるということでござい

ます。しかしながらこの車両の運用に関しては、食品衛生法上の

野生獣肉処理施設の許可が必要です。この許可をおろすかどうか

は、健康福祉部の判断でございます。原状の県の条例等では、移

動式解体車に対応した許可が出せるような状況ではない。今、お

話のあった日本ジビエ振興協議会の方と協議をしておりまして、

そういうものが出せるかどうか検討している段階と聞いておりま

す。 

林務部としては、ジビエを推進する方向は、ありがたいと思っ

ておりますが、少なくとも法規制等をクリアーした形で進める必

要がありますので、その状況を待って、認められることがあれば、

その推進については協力してまいりたいと考えておりますので、

この計画に盛り込むのは、今の状態では無理かなというのが判断

でございます。 

 

よろしいですか。はい では他に。林委員さん。 

 

捕獲の担い手について、お尋ねしたい。 

認定鳥獣捕獲等事業者が２者認定されたということで、この活

躍状況と成果はどんなふうに上がっているのか。合わせて地元の

猟友会との協調関係は、うまく行っているかどうか。お尋ねした

い。 

 

では２点御質問ですので、お願いします。 

 

はい、認定鳥獣捕獲等事業者をこれまで二者認定したところで

ございます。 

その事業者の事業の実施状況でございますが、本年度６月から

認定できる制度になっており、認定鳥獣捕獲等事業者の皆さんに

一つの事業発注をプロポーザル方式でお願いしたところです。 

具体的には、事業費 1,100万円で、500頭程度のニホンジカを、

これまで捕獲の難しかった標高の高い地域等で捕獲をお願いした

いということで、発注いたしました。 
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平林議長 

 

宮鳥獣保護

ジビエ振興

室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平林議長 

 

小川委員 

 

そうしたところ２者のうち１者が応札し、そちらの方が落札さ

れて、今月 22日まで捕獲を進めています。概ね目標に近い形での

捕獲ができていると考えております。 

なお、二つの目の地元猟友会等関係者との調整については、そ

のプロポーザルに、そういう調整をどのようにするかを提案に入

れさせていただいている。 

２者のうち１者からしか応募がなかったのでその１者の提案を

採用したわけですが、その１者は、地元猟友会の有志が結成した

もので、猟友会との関係も非常に良好で、現在のところ問題は生

じていない。来年度以降もこういった形での発注を行っていくの

で、こうした問題についてはプロポーザルの中で、地元との調整

がきちんとできる方ということでやっていきたいと考えていると

ころでございます。以上でございます。 

 

よろしいでしょうか。 

他いかがでしょうか。はい小川委員さん。 

 

本文の 60ページの普及啓発について、その中で（１）県民への

普及について、「学校教育の現場」という言葉が入っています。 

実際こうしたことを学校と行うには、教育委員会との協力、連

携が必要と思うが、可能性としてはどうでしょうか。 

 

はい、では説明をお願いします。 

 

はい、その点大変重要なところだと考えております。 

前回の審議会でも説明いたしましたが、児玉委員さんのところ、

大町では、学校給食にジビエを出して、その中で学校教育もやっ

ていると、そうした形をできれば広げて行きたいということでご

ざいます。 

県では、野生鳥獣被害対策本部を作っておりまして、この後予

算等の説明のところで関係する部局が出てまいります。九つの部

局があります。その中には教育委員会も入っておりまして、トッ

プは知事でありまして、その中でそうした方面はどうするか、連

携をとって進めていけると思っておりまして、この計画を基にし

てそういう形をしっかりとって行きたいと考えているところでご

ざいます。 

 

はい、よろしいですか。他、いかがでしょうか。小川委員さん。 

 

引続きですが、66 ページに全体の実施体制の図がありますが、

この中に NPOが入っていないが、この図ではどうなっているのか。
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平林議長 

 

宮鳥獣保護

ジビエ振興

室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平林議長 

 

 

 

どこかに入っているのか。入れる必要があるのか。 

 

はい。幹事のほうから説明をお願いします。 

 

この図では、主なものということで考えてございますので、な

かなか 64ページ、65ページに書かれている認定鳥獣捕獲等事業者

とか林業関係団体とか、NPOとかで、もれているところはあるが、

連携をしていくことには間違いはないということで、本文には書

いてございます。この図の中に盛り込めるかどうか検討させてい

ただきたい。 

自然保護団体、NPOについては、大学、研究機関等に当たるかと

考えておりますので、検討させていただきたい。 

 

はい。ありがとうございます。ではご検討いただいて。 

他にはいかがですか。よろしいですか。はい、中村委員さん。 

 

本文ではないですが、管理に関しては、個体数処理に関しては、

焼却等減容化ということで、エゾシカの原料化という部分もあり

ますが、県として次の段階として例えば、原料化は、堆肥化でき

ないという、狂牛病の問題もあると思うが、例えば、森林に返す

ということで、循環を作るということ、次の課題として繋いでい

くということではどうか。考えていただけるでしょうか。 

 

はい。幹事のほうから説明をお願いします。 

 

その部分も非常に重要なポイントだと思っておりまして、この

計画の中で具体的にどういう形にもっていくかというのは、難し

い部分ではございますが、個体の処理については、56 ページのエ

の(ア)個体処理のところで、「他都道府県では、大規模焼却施設の

建設や微生物による減容化など、捕獲個体の処分に関して、埋設

以外の対策が取り組まれ始めている。そこで、本県でも更なるニ

ホンジカ捕獲の推進を図るために、埋設処分のみに頼らない新た

な効率的手法を検討し、実証･普及を図るものとする。｣と書いて

ございますので、減容化に資する形での堆肥化等も含まれるので、

今期の計画には、これをやるとは書けませんが、幅広い方法の中

で、有効な方法を見つけ出してまいりたいと考えております。 

 

よろしいでしょうか。他、いかがですか。 

では私から一つ質問させていただきます。 

今回の一番大きなところは、上原委員長からも説明ありました

けれど、途中で状況を見ながら、評価しながら動かして行くとい
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うところだと理解していますが、本文の 39 ページの（２）「目標

を達成するための施策の基本的考え方」があって、「PDCAサイクル

を回しましょう」ということで、施策を実行して、実際にモニタ

リング結果を見て、把握をして、改善をして、また計画に反映さ

せるという形になっています。とてもいいことだと思っておりま

す。 

 ところが、50ページをご覧ください。50ページ以降は、それぞ

れのユニットごとに目標個体数等を決めて、ユニットごとにどう

努力していくかというスケジュールがまとまっています。 

 例えば 50ページの関東山地管理ユニットだと（他のユニットも

同様ですが）、捕獲スケジュールの見直しということころで「生息

頭数の増減を「毎年度モニタリングしながら、計画の中間年度に

おいて、捕獲スケジュールを再検討し」と書いてあって、毎年、

モニタリングをしていくので、毎年、毎年、結果が出てくること

になっています。毎回出てくる結果をみて、改善するということ

は、例えば中間の 3 年たったところまで、モインタリングデータ

を貯めて、改善していくのか、それとも、毎年、その都度、特定

鳥獣保護管理検討委員会を開いて、改善をしていくのか、どちら

なのでしょうか？毎年開くというのも大変かなとも思うのです

が、そのあたりの整合性はどうなっているのか、説明をお願いし

ます。 

 

ただ今御質問のあった事項でございますが、フィードバックに

ついては、この計画の中では、短期モニタリングとしてしっかり

やる。ということで、ライトセンサス、GPSによる追跡などによっ

て、シカの行動がどうなって、その地域の状況がどうなっている

のかをしっかり把握する。それから 59頁に県が実施する指定管理

鳥獣等捕獲事業について、最後のところで、実施結果の把握及び

評価をしっかり行っていくということで、捕獲効率についてもし

っかり評価をやっていく。ということで考えております。 

それをどう生かすかは、50ページの関東山地管理ユニットでは、

計画に書きましたとおり中間年での見直しを行っていきたいと考

えております。 

ただ、毎年度、特定鳥獣保護管理検討委員会のニホンジカ専門

部会という形で専門家の会合は行っている。 

その中で、前年度の捕獲の実績、状況等を踏まえて、本年度ど

うするのか、という部分を議論しております。 

その中で目標の数字は変えないにしても、「捕獲についてはこん

な形で、もっとこちらに力を入れるべきだ。」という議論をしっか

りやって、それを生かして行きたいと考えております。 

この計画の捕獲目標は、相当大きな数字になっておりますので、
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捕獲が進めば進むほど実現が難しくなってくると考えておりま

す。 

その時にどういった方向で実現するか、という部分をしっかり

検討していく。それから中間年では、本当に目標数字がこれでい

いのかということを合わせて検討すると、そんな形で進めていき

たいと考えております。 

 

はい。わかりました。ありがとうございました。 

他、いかがですか。なにか御質問、御意見等はございますか。

よろしいですか。 

ご紹介いただいたデータも「現状をなんとか把握しよう」とい

うことで、現実にかなり近い形で推測できてきていると思います。

いろいろな方法を用いて推定され、中央値ということで巾をもた

せるのも仕方がないと思いますし、これだけきちんと、個体数を

推測して計画に反映されているので大きな問題は無いかと私は思

います。何か御質問、御意見はありませんか。よろしいですか。 

では、他に意見もないようですので、この案件の取扱につきま

して、お諮り致します。 

ただ今委員の皆さんからご意見をいただきました部分につい

て、反映できるところは反映していただき、答申という形にさせ

ていただくということでよろしいでしょうか。 

 

(異議なし) 

 

ありがとうございます。 

なお、字句の修正につきましては、会長に一任いただきたいと

思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 

(異議なし) 

 

はい。ありがとうございます。 

それでは、審議事項（エ）の「第二種特定鳥獣管理計画（第４

期ニホンジカ管理）の策定について」はそのように答申すること

といたします。ありがとうございます。 

 

次に報告事項（ア）の「平成 27年度北陸新幹線鉄道騒音・振動

測定結果について」（報告）でございます。 

 北陸新幹線の騒音・振動の測定については、毎年実施してお

りますが、平成27年度長野駅以北について初めての調査である

ため、その概要について報告していただきます。 

それでは、幹事の方から説明をお願いします。 
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県では、北陸新幹線鉄道による騒音・振動の環境基準等の適

合状況を把握するため、平成９年の「高崎～長野間」の開業以

来毎年騒音・振動の測定を実施しています。 

平成27年度は、27年３月の「長野～金沢」間の開業に伴い長

野駅以北の測定を初めて実施したので、「高崎～長野」間の長

野駅以南の結果と併せて報告いたします。 

２の「測定結果」をご覧ください。測定は、長野駅以南で14

地点、長野駅以北で８地点の計22地点で実施しました。測定地

点は記載のとおりで、新幹線軌道の中心から25m離れた場所で

実施しました。なお、裏面に地図に地点番号を記載してあるの

で参考にご覧ください。 

その横に「類型」として、ローマ数字のⅠ或いはⅡと記載し

ていますが、これは「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」の類型

を示しており、Ⅰ類型とⅡ類型の２種類が定められています。

Ⅰ類型は主として住居の用に供される地域で基準値は70デシ

ベル以下、Ⅱ類型は商工業の用に供される地域等で基準値は75

デシベル以下となっており、それぞれ新幹線沿線の土地利用の

状況等に応じて、類型の当てはめが行われています。 

騒音の結果ですが、上り下り２０本を測定し、そのうち上位

１０本の騒音値をパワー平均したものです。 

長野駅以南はいずれもⅠ類型の地点における測定ですが、14

地点中環境基準を達成したのが6地点にとどまり、その達成率

は42.9％と26年度の71.4％と比較して大幅に低下しており、軽

井沢町や上田市において未達成の地点が増加しています。 

原因としては、通過駅が多い速達型の編成が増加し速度が上

昇したためと考えております。 

次に、長野駅以北についてですが、Ⅰ類型で６地点、Ⅱ類型

で２地点測定を行ったが、環境基準を達成したのは、Ⅰ類型で

は3地点、Ⅱ類型では2地点の計５地点で、達成率は62.5%でし

た。環境基準を超過したのは、長野市、中野市、飯山市の３地

点となっています。 

なお、振動については、長野駅以南、以北の全地点で指針値

の70デシベルを達成しております。 

３の「対応等」についてですが、新幹線の騒音対策について

は、建設主体の「行政独立法人 鉄道建設・運輸施設整備支援

機構」及び営業主体の「東日本旅客鉄道株式会社」が実施する

こととされており、国において本年１月、国土交通省を通じて、

所要の措置を講ずるよう要請がなされたところです。 

県におきましても、本年１月25日に「鉄道建設・運輸施設整

備支援機構鉄道建設本部東京支社」に対し、２月１日に「東日
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本旅客鉄道長野支社」に対し、効果的な騒音防止対策の実施に

ついて、要請文を直接持参し要請したところです。 

また、県では、来年度以降も引き続き騒音等の測定を実施、

状況の把握に努めて参ることとしております。 

 

ただいまの説明につきまして、ご質問等がございましたら 

ご発言願います。 

 

 騒音防止対策の状況を県のホームページに公表してもらう

ことはできないでしょうか。 

 

 鉄道建設・運輸施設機構、東日本旅客鉄道のそれぞれが対策

を行うこととしておりますので、その結果を県が公表すること

はできません。なお、県では新幹線鉄道騒音・振動の測定結果

につきましては、今後も県のホームページで公表してまいりま

す。 

 

速やかに対策をとってもらい、今後も騒音・振動の測定を実

施し、状況の把握に努めていただきますようお願いします。 

それではここで少々休憩を取ります。15時30分（５分間）ま

で休憩します。 

 

休 憩 

 

 

それでは再開します。次に報告事項（イ）の「長野県「水循

環・資源循環のみち２０１５」構想の策定について」（報告）

でございます。幹事から説明をお願いいたします。 

 

生活排水課から、生活排水対策の中長期ビジョンであります「水

循環・資源循環のみち 2015」構想についてご説明いたします。 

前置きになりますが、生活排水課は、下水道、農業集落排水、

浄化槽などの生活排水対策事業を担当しております。 

従来から、市町村とともに生活排水対策に係る構想を策定し、

５年ごとに見直しを行っておりまして、現行の「水循環・資源循

環のみち 2010」構想が策定から５年目を迎えますので、市町村と

ともに見直しを行い、「2015構想」を策定したところでございます。 

その「2015 構想」の下、生活排水対策の取組をどのように進めて

いくのか、とりわけ、公共用水域の水質保全、廃棄物処理、温暖

化対策に関わる部分についてご説明いたします。 

なお、生活排水対策は、この審議会でご審議いただいておりま
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す長野県環境基本計画、水環境保全総合計画、廃棄物処理計画な

どの下で、取組を実践している事業でございます。その意味で、

今後のご審議の参考にしていただければと思います。 

それでは、資料６－１は「2015 構想」の概要、資料６－２は本

編でございますが、６－１を用いてご説明申し上げます。 

資料の左には現状を、右にはそれに対する課題・取組を列挙し

ております。 

はじめに、左の①汚水処理人口でございます。棒グラフにあり

ますように汚水処理施設の整備は順調に進み、26 年度末の汚水処

理人口普及率は 97.3％、都道府県の中で５番目に高い率となって

おります。 

そこで、右の①未普及地域の早期解消でございますが、ここまで

きておりますので、市町村に対し、いつまでに整備を終えるか、

整備の完了時期を見据えて取り組もうと働き掛けまして、下水道

等の集合処理については 10年間で整備を終える、そして、平成 37

年度の汚水処理人口普及率を 99.3％とすることを目標といたしま

した。残りは、個人の方々が設置する浄化槽による整備というこ

とになります。 

なお、今回の見直しによりまして、29 年度の汚水処理人口普及

率の目標値が定まってまいりました。第三次長野県環境基本計画

中のこの目標値「98.1％以上」としていたものを「98.2％」に改

めることといたします。 

また、これまで、公共用水域の水質保全対策として、下水道等

の整備が進められてきましたが、このように汚水処理人口普及率

が高くなってまいりましたことから、これからは、この下水道等

が整備された状況をベースとして、この状況を前提として、水質

保全対策を検討していくという段階になってきております。 

次に、左側⑤汚泥の処理でございます。この構想では、下水汚

泥、農集排汚泥、そしてし尿処理場の汚泥をバイオマスと捉え、

構想の対象としております。その処理の状況でございます。処理

場から搬出される段階での数量で見ておりますが、下水汚泥はセ

メント原料や農地利用などで概ね全量を利活用、農集排汚泥は多

くが農地利用されていますが、６％は焼却後埋立て、そして、し

尿処理場汚泥は約６割が焼却後埋立てられておりまして、全体で

は、円グラフにありますように 92％は利活用、８％は埋立処分と

なっております。 

これに対し、右側の⑤汚泥の利活用の推進でございます。たと

えば、下水汚泥の焼却灰に含まれているリンを回収して肥料とす

るなど、新たな技術が開発されております。そのような新技術に

ついて研究、検討し、汚泥の処分方法の多様化を図るなど利活用

を拡大し、平成 37年度の利活用率を 97.8％とすることを目標とし
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ております。 

なお、③にあります農業集落排水施設の下水道への統合や、⑥に

ありますし尿の下水道投入が進みますと、下水道で処理されるバ

イオマスの割合が増えることになりますので、これらによっても

利活用率は上がってまいります。 

それから、産業廃棄物であります下水汚泥につきましては、下

水道の普及に伴い発生量が増加してきておりますが、今後は、整

備の進捗よりも人口減少の要因が大きくなり、平成 30年代の前半

からはその発生量が減少し始める見込みでございます。 

次に、左側⑦温室効果ガスの排出、エネルギー消費でございま

す。下水道においては、処理場に流れついた汚水のポンプアップ

などに多くのエネルギーを消費しており、これに伴い、多くの温

室効果ガスを排出することになります。 

そこで、この構想では、汚水処理における地球温暖化対策・省エ 

ネルギー対策を取り上げておりまして、右側の⑦になりますが、

省エネに配慮した運転はもちろんのこと、汚泥の嫌気消化によっ

て発生するガス、メタンを主成分とした消化ガスでございますが、

これを用いて発電を行う、あるいは、消化ガスを焼却炉の助燃剤

として用いるなど、下水道の特徴を活かし、下水道ならではの取

組により地球温暖化対策を進めてまいります。 

なお、この消化ガスの主成分であるメタンは、燃焼によって得ら

れる単位エネルギー当たりの CO2 排出量が比較的少ない燃料でご

ざいますが、もともと下水汚泥はカーボンニュートラルであり、

木質バイオマスのように燃焼しても環境中の CO2 を増やすことに

はならないとされております。従いまして、消化ガス発電により

使用電力量を削減する、あるいは、消化ガスを助燃剤として用い

重油の使用量を削減することは、そのまま CO2 の排出量削減につ

ながるものでございます。 

このほか記載のような方向で生活排水対策の取組を進めてまい

ります。ここに掲げた数字は、市町村からの数字を積み上げたも

のでございまして、この目標値を達成するよう市町村とともに着

実に取組を進めてまいりたいと考えております。 

説明は、以上でございます。 

 

ただいまの説明につきまして、ご質問等がございましたらご

発言願います。 

 

液肥としての利用は考えられますか。 

 

国では「ビストロ下水道」と称して、農作物の栽培に下水汚

泥を用いる取組を進めていますが、その例として、豊橋市では、
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下水汚泥の消化により発生するCO2を植物に吸収させる、消化

液を液肥として植物に与える試みが行われておりまして、液肥

としての利用の可能性はございます。 

 

他に、ご質問等がなければ、今後は策定された構想のもと、

市町村と連携して、生活排水対策の面から長野県の環境保全に

取り組んでいただくことをお願いいたします。 

 

次に報告事項（ウ）の「平成28年度環境部及び林務部の当初

予算の概要について（報告）でございます。 

幹事の林
はやし

環境政策課長と宮
みや

野生鳥獣・ジビエ振興室長から

説明をお願いします。 

 

（資料７－１により説明） 

 

 

では引続き宮室長お願いします。 
 
続きまして、林務部関係の予算について説明をさせていただ

きます。 
資料７－２をお願いいたします。 
１の林務部の予算額は、一般会計が169億１千３百万円余で、

対前年度比 92.8％でございます。 
２の予算のポイントですが、大北森林組合等の補助金不適正

受給の事案を踏まえまして、林務部コンプライアンス推進行動
計画に沿った業務の改善に取り組んでおります。 
また、「長野県森林づくり指針」に示しております、「森林

を活かし 森林に生かされる 私たちの豊かな暮らし」の実現
を目指すとともに、森林県から林業県への飛躍を目指して、施
策を推進していく考えでございます。 
２ページをお願いいたします。林務部の施策体系でございま

す。 
記載の３つの柱で取組を進めますが、一番下の森林を支える

豊かな地域づくりの下の方に、野生鳥獣被害対策を位置付けて
おります。 
３ページをお願いいたします。林務部を含めまして関係する

９部局等の野生鳥獣被害対策関連予算を一覧にしたものでご
ざいます。 
冒頭に○記号で部局が示してございまして、左下に凡例が記

載してございます。 
予算の合計欄でございますが、予算合計は７億7,780万円余

で、対前年度比で84％でございます。 
このうち、野生鳥獣対策で特に新規に拡充した事業等の概要

を説明させていただきます。 
４ページをお願いいたします。 
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「ニホンジカ捕獲強化事業」でございます。 
１の趣旨ですが、ニホンジカの捕獲を強化するため、県が実

施主体となって、今回の第４期のニホンジカ管理計画にも盛り
込みました、指定管理鳥獣捕獲等事業に取り組むものです。 
４の予算額は、6,800万円でございます。 
５の事業内容ですが、県内のシカの高密度生息地域などで、

捕獲効率が優れた事業者等に委託して集中的な捕獲を実施し
てまいります。 
また、新たに、マル新と記載してございますが、効果的な捕

獲等の計画を策定するため、GPS発信機等によるシカの行動調
査など、効率的な捕獲を実施するための基礎的な調査や、捕獲
の効果等の評価等を行ってまいります。 
さらに、一番下にございますが、新たに、シカの生息が拡大

している北アルプス地域における緊急的な捕獲対策も実施し
てまいります。 
６の事業目標でございますが、この事業を含めまして、平成

28年度に全体で、計画案どおりの４万頭のニホンジカの捕獲を
実現してまいりたいと考えております。 
５ページをお願いいたします。 
新たな捕獲者を確保するための「ハンターデビュー支援事

業」でございます。 
１の趣旨ですが、平成26年度から実施しておりますハンター

養成学校により、捕獲への参加意欲を持つ方に、狩猟免許や銃
砲にかかる資格、捕獲に関る様々な知識の取得支援を行って、
新たな捕獲者として参入していただくものです。 
また、来年度は、新たに、これまでの養成学校修了生を対象

として、現役捕獲者がマンツーマン等でOJT研修を実施いたし
ます。 
４の予算額は、500万円でございます。 
６の事業目標でございますが、70名の入校生を養成したいと

考えております。 
６ページをお願いいたします。 
こちらは捕獲した野生鳥獣の利活用を図る「信州ジビエ活用

推進事業」でございます。 
１の趣旨ですが、信州ジビエの消費拡大と需給の安定を図る

ため、平成25年度に制度を創設しました信州産認証シカ肉のさ
らなるブランド化、信州ジビエを活用して信州への誘客を推進
するため、飲食店等と旅行業者とのマッチングに取り組むもの
です。 
４の予算額は、2,180万円余でございまして、記載のとおり、

新たにシカ肉の商品規格を見直すほか、皮や角を含めた１頭全
体の利用を進めるなど、需要の拡大、消費流通の体制整備、担
い手の人材育成により、生産から利用まで、各段階における積
極的な取組を進めてまいりたいと考えております。 
この他に、下に参考で記載したしました、平成27年度補正予

算の事業も、予算額 800万円で併せて実施してまいります。 
６の成果目標でございますが、信州ジビエとして活用するシ

カの頭数を、平成28年度には、2,540頭に伸ばしていきたいと
考えているところでございます。 
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林務部関係、特に野生鳥獣被害対策の予算につきましては、

以上でございます。よろしくお願いいたします。 
 
説明ありがとうございました。ただいまの説明につきまして

は、情報提供ということでご承知願います。 
それでは、今後とも長野県の環境保全について鋭意努力して

いただくようお願いします。 
 

次に委員の皆さんから、「その他」で何かありますでしょう

か。 

ご質問等がなければ、以上で本日予定しておりました議事は

全て終了いたしました。 

 以上をもちまして、本日の議事を終了し議長の務めを終わら

せていただきます。 

 

平林会長さん、委員の皆様ありがとうございました。 

以上で本日の審議会を閉会させていただきます。 

なお、次回の審議会は４月末又は５月を予定しております。

日程等につきましては改めて調整させていただきます。 

それでは、お気をつけてお帰りください。 

 

 

 

 


